
平成 22 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（  金融庁  ） 

制 度 名 資金決済に関する法律の施行に伴う税制上の所要の措置等 

税 目 所得税、消費税 

 
資金決済に関する法律の施行に伴う税制上の措置については、 
 
① 新たに規制対象とされたサーバ型前払式支払手段について、税

法上、商品券等の前払式支払手段と同様に、消費税の非課税措
置を講ずることとし、 

② 資金移動業者が国外送金を取り扱うことも可能となることか
ら、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る
調書の提出等に関する法律上の規制が、資金移動業者に適切に
課されるよう、所要の措置を講ずること。 

 ※その他現行の税制の考え方を基本とし、資金決済に関する法律が
円滑に施行されるよう配慮すること。 
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⑴ 政策目的 

 我が国市場の競争力強化のため、情報通信技術の高度化等に対応し
て、決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上と資金決済に関
する法律の円滑な施行を図る。 

 

⑵ 施策の必要性 

 今般成立した資金決済に関する法律により、資金決済に関するサー
ビスの適切な実施を確保し、その利用者を保護するとともに、当該サ
ービスの提供の促進を図るため、 

① 資金移動業の創設 

② サーバ型前払式支払手段の規制対象化 

③ 銀行間の資金決済についての制度整備 

が行われることとされた。 

 従前から前払式証票として整理されてきた商品券等については、消
費税法上「物品切手等」に該当するとして消費税の課税対象とされて
いないところ、これと同等の機能を有するが必ずしも証書の発行を要
しないサーバ型前払式支払手段についても、同様に消費税の非課税措
置を講ずる必要がある。 

 また、銀行等と同様に為替取引を行うことができる資金移動業者に
ついては、銀行等と同様の取扱いとすることが求められる。 

 

⑶ 要望の措置の妥当性 

  資金決済に関する法律の施行に伴う税制上の必要な措置であり、
妥当である。 
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Ⅲ－１－（２）決済システム等の整備 
 

政 策 の 

達成目標 

 
我が国市場の競争力強化のため、情報通信技術の高度化等に対応し
て、決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上と資金決済に関
する法律の円滑な施行。 
 

租税特別措 
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恒久措置とする 
 
 

同上の期間中

の達成目標 

 
 
（政策達成目標と同じ） 
 
 

当該要望項目

以外の税制上

の支援措置 

 
 
なし 
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なし 
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上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
 
なし 
 
 

政 策 の  

達成状況 

 
 
新設要望のため、該当せず 
 
 

租税特別措置

の適用実績 

 
 
新設要望のため、該当せず 
 
 

租税特別措置

による政策 

の達成目標の 

実現状況等 

 
 
新設要望のため、該当せず 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
 
新設要望のため、該当せず 
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前回要望時 

からの達成度

及び目標に 

達していない 

場合の理由 

 
 
 
新設要望のため、該当せず 



これまでの 

要 望 経 緯 

 
 
新設要望のため、該当せず 
 
 

 


